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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第９期

第３四半期
連結累計期間

第10期
第３四半期
連結累計期間

第９期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

営業収益 （百万円） 352,107 359,079 473,441

経常利益 （百万円） 31,701 34,654 38,111

四半期（当期）純利益 （百万円） 19,763 22,572 18,317

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 32,206 26,587 29,288

純資産額 （百万円） 271,683 289,427 267,689

総資産額 （百万円） 1,412,154 1,422,997 1,420,449

１株当たり四半期（当期）純利益金額 （円） 57.78 66.28 53.55

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － 66.27 －

自己資本比率 （％） 19.1 20.2 18.7

 

回次
第９期

第３四半期
連結会計期間

第10期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 18.66 21.21

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３　第９期第３四半期連結累計期間及び第９期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内

容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　下記に記載の内容を除き、当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生及

び前事業年度の第９期有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」についての重要な変更はあ

りません。変更点は下線で示しております。なお、変更点の前後について一部省略しております。

また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部　企業

情報　第２　事業の状況　４　事業等のリスク」の項目番号に対応したものであります。

　なお、下記事項には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は原則として当四半期連

結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

⑦ 重要な訴訟に関するリスク

　当社グループの西武鉄道株式会社及び株式会社プリンスホテルは、平成27年２月５日現在、西武

鉄道株式会社の元株主の一部から、以下に述べる西武鉄道株式会社の株式（以下「西武鉄道株式」

といいます。）に関する有価証券報告書等の記載問題に関連して損害を被ったとして、複数の損害

賠償請求訴訟（当方主張の既払い金員に関し原告らに支払い済みであることが差戻審判決で認めら

れた金員を除く、請求額合計250億２百万円）の提起を受けております。

　西武鉄道株式会社は、かつて東京証券取引所に上場しておりましたが、有価証券報告書等に、旧

株式会社コクド所有の西武鉄道株式数を過小に記載しておりました。なお、旧株式会社コクドは、

当社グループの再編に関連して平成18年２月に株式会社プリンスホテルに合併されるまで当社の前

身の一つであった非上場会社であります。平成16年10月にかかる記載問題の公表により、西武鉄道

株式会社の少数特定者持株数が上場株式数の80％を超えていることが判明し、東京証券取引所の定

める当時の上場廃止事由に該当する可能性が生じたことから、西武鉄道株式の株価は下落し、その

後、平成16年12月に西武鉄道株式は上場廃止に至りました。上記訴訟における原告らの多くは、平

成16年10月の西武鉄道株式会社による記載問題の公表から同年12月の西武鉄道株式上場廃止までの

間に西武鉄道株式を売却した元株主であり、上記訴訟においては、原告らが被った損害の算定方法

が主要な争点となりました。平成23年９月、最高裁判所より、上場廃止前に株式を売却した原告ら

の損害については、株式の購入価格と売却価格との差から、株式購入時以降平成16年10月の虚偽記

載の公表までの間の虚偽記載とは無関係な要因による株価下落分を差し引いて算出すべきであると

判断され、事件は東京高等裁判所に差し戻されました。当社は、最高裁判所の上記判示を考慮しつ

つ、西武鉄道株式購入時以降平成16年10月の虚偽記載の公表までの間の株価下落は100％上記虚偽記

載以外の要因に基づくものであるとの前提に基づき平成24年３月期の第２四半期末において181億91

百万円を訴訟損失引当金として計上し、その後、当該引当金の大部分は既に原告らに支払われてお

ります。現在は、最高裁判所で示された計算方法による損害の額が争われておりますが、①そのう

ち、一つの訴訟について、平成26年１月、東京高等裁判所より、判決が言い渡されており、各元株

主による株式購入時以降平成16年10月の虚偽記載の公表までの間の株価下落分のうち、90％は上記

虚偽記載とは無関係な要因によるものと判断されております。ただし、当該判決は、原告らの一部

と被告らが上告しており、確定には至っておりません。②また、他の一つの訴訟においても、平成

26年３月、東京高等裁判所より、判決が言い渡されており、当該判決においては、当該訴訟の原告

である各元株主による株式購入時以降平成16年10月の虚偽記載の公表までの間の株価下落分のう

ち、15％が上記虚偽記載に起因する損害であると判断されております。ただし、当該判決は、被告

らが上告しており、確定には至っておりませんが、当該判決を踏まえ、他の訴訟も含めた同様の損

害賠償請求訴訟に対する損失に備えるため、今後発生する可能性のある損失を見積り、平成26年３

月期において訴訟損失引当金として52億16百万円を追加で計上いたしました。③加えて、別の一つ

の訴訟の判決が、平成26年６月、東京高等裁判所より言い渡されており、原告らが、株式購入時以

降平成16年10月の虚偽記載の公表までの間の株価下落分のうち、少なくとも32.9％が虚偽記載要因

による株価下落分であると主張するところ、その70％が原告らの損害であると判断されておりま

す。ただし、当該判決は、原告らの一部と被告らが上告しており、確定には至っておりません。④

さらに、別の一つの訴訟の判決が、平成26年７月、東京高等裁判所より言い渡されており、当該判
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決においては、原告による株式購入時以降平成16年10月の虚偽記載の公表までの間の株価下落分の

うち、15％が上記虚偽記載に起因する損害であると判断されております。ただし、被告らは当該判

決に対して上告しており、確定には至っておりません。⑤さらに加えて、残る一つの訴訟の判決

が、平成26年８月、東京高等裁判所より言い渡されており、当該判決においては、原告らによる株

式購入時以降平成16年10月の虚偽記載の公表までの間の株価下落分のうち、15％が上記虚偽記載に

起因する損害であると判断されております。ただし、原告らと被告らは当該判決に対して上告して

おり、確定には至っておりません。これら５件の訴訟について、再上告審において被告らに不利な

判決がなされること等により、裁判所によって最終的に決定される原告らの損害額が引当金の額や

既に原告らに支払われている額を超える場合には、さらなる追加の引当金の計上を余儀なくされた

り、当該損害額及び遅延損害金を支払うこととなり、当社グループの業績及び財務状況に影響を与

える可能性があります。なお、今般、差戻審判決がすべて出揃ったことから、当方主張の既払い金

員に関し原告らに支払い済みであることが判決で認められた金員については係争金額から控除のう

え、請求額合計250億２百万円としております。

　なお、当社グループ再編前の旧株式会社コクドについて株主権を主張する者の一部から、当社、

株式会社プリンスホテル及び当社の大株主である株式会社ＮＷコーポレーションに対し、グループ

再編に関する株主総会決議不存在確認等請求訴訟が提起されておりましたが、平成26年10月７日、

最高裁判所より上告人（原告）の上告を棄却する決定がなされました。当該訴訟では、旧西武グ

ループ創業者の相続人の一人である原告が、平成17年11月から平成18年２月になされた、当社グ

ループの前身の組織再編（当社の設立を含みます。）を承認した株主総会決議は不存在か、又は取

り消されるべきであり、それに引き続く組織再編も無効とすべきであると主張しておりました。原

告は、その理由として、当該株主総会における議決権は株主名簿上の株主によって行使されている

が、実際には旧西武グループ創業者が旧株式会社コクドの総議決権の過半数を大きく上回る議決権

を保有していたものであって、同氏から相続により原告がその一部を承継したものであり、株主名

簿上の株主の多くは、旧西武グループ創業者と合意の上、名義上のみ株主とされていたに過ぎない

等の主張をしておりました。平成24年12月、東京高等裁判所は、原告の請求をすべて退けました

が、原告が上告していたものであります。

　また、西武鉄道株式会社及び株式会社プリンスホテルに対し、当社グループ再編に関連して損害

を被ったとして、損害賠償請求訴訟（第一審における請求金額合計125億円。ただし、上告時点で１

億円に減額されております。）が提起されておりましたが、平成26年10月７日、最高裁判所より上

告人ら（原告ら）の上告を棄却する決定がなされました。当該訴訟は、上記組織再編に関する訴訟

における原告と、同じく旧西武グループ創業者から相続により承継したとして旧株式会社コクドに

つき株主持分を有していると主張する者らが、西武鉄道株式会社及び株式会社プリンスホテルを含

む多くの被告に対し、原告らの株主権が侵害されたことによって生じたとされる損害の賠償を求め

ていたものであります。平成25年１月、東京高等裁判所は原告らの請求をすべて退けましたが、原

告らが上告していたものであります。

（後略）

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断した

ものであります。
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(1) 経営成績の分析

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな景気回復基調が続いているもの

の、個人消費などに弱さがみられます。先行きについては、訪日外国人旅行者の増加や雇用・所

得環境の改善、各種経済政策の効果発現など期待感があるものの、消費者マインドの低下や海外

景気の下振れなど、景気を下押しするリスクなどの要因もあり、不透明感が残る状況でありま

す。

　このような状況のなか、当社グループは、企業価値の極大化に向け、「西武グループ長期戦

略」に基づき、当社グループが保有する経営資源の有効活用をおこないながら、様々な事業・

サービスを組み合わせて提供できる領域・付加価値を拡大し、あらゆる場面でお客さまの生活を

応援していく企業グループとなることを目指しております。

　当第３四半期連結累計期間においては、各事業における具体的目標達成に向けて「新たな視点

でスピード感をもって、イノベーションに挑戦」をキーワードに「既存事業の強化」と「長期的

な事業基盤の確立」に取り組んでまいりました。

　グループの一大プロジェクトである東京ガーデンテラス（グランドプリンスホテル赤坂跡地開

発計画）を引き続き推進したほか、お客さまの生活を応援するための取り組みとして、「西武グ

ループこども応援プロジェクト」や「シニアほほえみプロジェクト」を引き続き推進いたしまし

た。

　そのほか、当社グループは日本全国様々な地域に訪日外国人のお客さまに訴求できる魅力ある

施設を有しており、“『観光大国ニッポン』の中心を担う企業グループへ”をグループ全体のス

ローガンとして掲げ、グループの持つ魅力を最大限発揮し、海外からより多くのお客さまにご利

用いただくための取り組みを強化してまいります。その一環として当社グループとしては初めて

となる海外向けテレビＣＭを東南アジアをはじめとする16ヵ国・地域で放映したほか、株式会社

プリンスホテルにおいて、台湾・台北市及びタイ・バンコクにオフィスを新設し、アジアのセー

ルス拠点を拡充いたしました。

　当第３四半期連結累計期間における経営成績の概況は、営業収益は、3,590億79百万円と前年

同期に比べ69億71百万円の増加（前年同期比2.0％増）となり、営業利益は、408億28百万円と前

年同期に比べ22億57百万円の増加（同5.9％増）となり、償却前営業利益は、706億71百万円と前

年同期に比べ27億97百万円の増加（同4.1％増）となりました。経常利益は、346億54百万円と前

年同期に比べ29億52百万円の増加（同9.3％増）となりました。四半期純利益は、225億72百万円

と前年同期に比べ28億９百万円の増加（同14.2％増）となりました。

　各セグメントにおける業績は以下のとおりであります。
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（単位：百万円）

セグメントの名称

営業収益 営業利益 償却前営業利益

当第３四半期

連結累計期間

前年同期比

増減

前年同期比

増減率 (%)

当第３四半期

連結累計期間

前年同期比

増減

前年同期比

増減率 (%)

当第３四半期

連結累計期間

前年同期比

増減

前年同期比

増減率 (%)

 都市交通・沿線事業 116,260 △770 △0.7 19,183 443 2.4 35,077 423 1.2

 ホテル・レジャー事業 132,648 4,438 3.5 8,532 1,788 26.5 16,796 2,047 13.9

 不動産事業 35,739 924 2.7 11,116 388 3.6 13,987 652 4.9

 建設事業 68,372 6,557 10.6 1,584 1,100 227.3 1,798 1,109 160.9

 ハワイ事業 10,173 1,140 12.6 △1,154 △595 ― 117 △376 △76.3

 その他 29,343 △964 △3.2 1,645 △410 △20.0 3,424 △394 △10.3

 合計 392,537 11,325 3.0 40,908 2,714 7.1 71,202 3,462 5.1

 調整額 △33,458 △4,353 ― △80 △456 ― △530 △664 ―

 連結数値 359,079 6,971 2.0 40,828 2,257 5.9 70,671 2,797 4.1

（注）１　調整額については、主に連結会社間取引消去等であります。

２　償却前営業利益は、営業利益に減価償却費を加えて算定しております。

 

①都市交通・沿線事業

　都市交通・沿線事業の内訳は鉄道業、バス業、沿線レジャー業、その他であり、それぞれの営

業収益は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

   

平成26年３月期

第３四半期

連結累計期間

平成27年３月期

第３四半期

連結累計期間

増減額

 営業収益 117,031 116,260 △770

 　鉄道業 76,242 75,839 △402

 　バス業 18,864 18,935 71

 　沿線レジャー業 16,674 16,394 △279

 　その他 5,251 5,091 △159

 

　鉄道業では、定期外旅客輸送人員は消費税増税前の回数券を中心とした需要の増加に対する反

動減などがあったものの、雇用情勢の回復などを背景に定期旅客輸送人員は堅調に推移したこと

などにより、旅客輸送人員は前期比0.2％増（うち定期0.9％増、定期外0.8％減）、旅客運輸収

入は前期比0.0％減（うち定期0.4％増、定期外0.4％減）となりました。

　このような状況のなか、安全の確保を最重要課題としてとらえハード・ソフト両面にわたる取

り組みを実施したほか、お客さまの利便性の向上にも努めてまいりました。安全への取り組みと

しては、ＡＴＳ（自動列車停止装置）の機能向上や池袋線石神井公園駅付近高架複々線化工事、

新宿線中井～野方駅間連続立体交差事業の工事を進めております。なお、池袋線石神井公園駅付

近高架複々線化工事については、平成27年１月25日に全線高架化が完了いたしました。利便性向

上への取り組みとしては、西武鉄道最大のターミナルである池袋駅において、快適なサービスを

提供するため、リニューアル工事を進めております。そのほか、沿線観光地である秩父の魅力を

発信すべく、「秩父さんぽ旅」をテーマにテレビＣＭ「２０１４年秋・冬編」を放映したほか、

昨年に引き続き「ちちぶ映画祭」を開催いたしました。また、川越への誘客を企図し、「川越ア

クセスきっぷ」を訪日外国人の宿泊が多い新宿プリンスホテルでの発売を開始し訪日外国人の誘

致に努めてまいりました。さらに、訪日外国人向けのサービスとして、新宿線本川越駅、西武秩

父線西武秩父駅において「光ステーション」を活用したFree Wi-Fiの環境整備を東日本電信電話

株式会社と共同で実施したほか、株式会社昭文社が開始した訪日外国人向け観光アプリ
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「DiGJAPAN！」に参入し、訪日外国人の誘致に努めてまいりました。また、「ミステリービアト

レイン」の運行や人気アニメ「妖怪ウォッチ」のキャラクターを使用したスタンプラリーを開催

し、多くのお客さまにご参加いただきました。

　バス業では、路線バスが好調に推移いたしました。このような状況のなか、お客さまにご利用

いただきやすいダイヤ編成や苗場スキー場及び軽井沢プリンスホテルスキー場への送客をおこな

う冬季限定高速路線バスを運行するなど、さらなる利便性向上に努めてまいりました。

　沿線レジャー業では、としまえんや西武園ゆうえんちでプール営業における新規アトラクショ

ンを導入したことやイルミネーションイベントを実施するなど、積極的な営業施策を展開し、旅

客誘致に努めてまいりました。

　しかしながら、都市交通・沿線事業の営業収益は、消費税増税前の回数券を中心とした需要の

増加に対する反動減や天候不良の影響などにより、1,162億60百万円と前年同期に比べ７億70百

万円の減少（同0.7％減）となりました。営業利益は、引き続き業務効率化やコスト削減を進め

たことなどもあり191億83百万円と前年同期に比べ４億43百万円の増加（同2.4％増）となり、償

却前営業利益は、350億77百万円と前年同期に比べ４億23百万円の増加（同1.2％増）となりまし

た。

　都市交通・沿線事業の主要な会社である西武鉄道株式会社の鉄道業の運輸成績は以下のとおり

であります。

 

（西武鉄道株式会社の鉄道業の運輸成績）

種別 単位

平成26年３月期

第３四半期

連結累計期間

平成27年３月期

第３四半期

連結累計期間

　営業日数 日 275 275

　営業キロ キロ 179.8 179.8

　客車走行キロ 千キロ 130,042 130,031

　輸送人員

　定期 千人 292,374 294,911

　定期外 千人 181,178 179,653

計 千人 473,552 474,565

　旅客運輸収入

　定期 百万円 31,858 32,000

　定期外 百万円 39,710 39,555

計 百万円 71,568 71,555

　運輸雑収 百万円 3,114 3,062

　収入合計 百万円 74,683 74,618

　一日平均収入 百万円 260 260

　乗車効率 ％ 37.8 37.9

（注）１　乗車効率は　延人キロ／（客車走行キロ×平均定員）×100　により、算出しております。

２　千キロ未満、千人未満及び百万円未満を切り捨てて表示しております。

３　運輸雑収は鉄道業以外の収入を含んでおります。
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②ホテル・レジャー事業

　ホテル・レジャー事業の内訳はホテル業（シティ）、ホテル業（リゾート）、ゴルフ場業、そ

の他であり、それぞれの営業収益は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

   

平成26年３月期

第３四半期

連結累計期間

平成27年３月期

第３四半期

連結累計期間

増減額

 営業収益 128,210 132,648 4,438

 　ホテル業（シティ） 73,220 75,954 2,734

 　ホテル業（リゾート） 26,779 27,286 508

 　ゴルフ場業 10,329 10,549 220

 　その他 17,883 18,858 974

（注）１ ホテル業（シティ）には主に大都市圏の中心商業地域やターミナル及びその周辺地域に立地するホ

テルを含んでおります。ホテル業（リゾート）には主に観光地や避暑地に立地するホテルを含んで

おります。

　　 ２ 以降の項目において、ホテル業（シティ）に属するホテルを「シティ」、ホテル業（リゾート）に

属するホテルを「リゾート」と称する場合があります。

 

　ホテル業全体では、景況感の好転を踏まえ、レベニューマネジメント（注１）を継続して実施

し、平均販売室料を重視した施策を推進したことなどにより、ＲｅｖＰＡＲ（注２）が前年同期

比で上昇いたしました。

　このような状況のなか、今後も増加が見込まれる訪日外国人のさらなる獲得を目指して、台

湾・台北市及びタイ・バンコクに海外オフィスを設置し、セールス拠点の拡大をおこないまし

た。また、石川県金沢市に北陸セールスセンターを開設するなど、国内外の需要の活性化と取り

込みをはかってまいりました。

（注）１　レベニューマネジメントとは、需要予測に基づき、適切な時期に適切な価格にてお

　　　　　客さまにサービスを提供し、利益を最大化する手法であります。

　　　２　ＲｅｖＰＡＲとは、Revenue Per Available Roomの略であり、宿泊に係る収入を客

　　　　　室総数で除したものであります。

 

　ホテル業（シティ）では、訪日外国人をさらに誘客すべく、引き続き現地商談会を実施すると

ともに、個人旅行者の獲得強化に努めたことなどにより、客室稼働率、平均販売室料ともに好調

に推移いたしました。また、宴会については、ＭＩＣＥ（注）において、引き続き営業強化に努

めたことにより、特に都内のシティホテルが好調に推移いたしました。

　（注）ＭＩＣＥとは、企業などの会議（Meeting）、企業などがおこなう報奨・研修旅行（イ

　　　　ンセンティブ旅行）（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会などがおこなう国際

　　　　会議（Convention）、展示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字であ

　　　　り、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称であります。

 

　ホテル業（リゾート）では、軽井沢エリアにおいては客室稼働率、平均販売室料ともに好調に

推移したものの、その他のエリアにおいては、ＲｅｖＰＡＲは前年同期並に推移いたしました。

このような状況のなか、「ザ・プリンス ヴィラ軽井沢」をオープンしたほか、川奈ホテルにお

いて宿泊客限定の温浴施設「ＢＲＩＳＡ ＭＡＲＩＮＡ」をオープンいたしました。また、函館

大沼プリンスホテル及び箱根仙石原プリンスホテルにおいて大規模バリューアップ工事を推進

し、平成27年４月にリニューアルオープンを予定しております。今後増加が見込まれる需要を取

り込み、さらなる収益拡大をはかってまいります。

　ゴルフ場業では、プレー人口が継続して減少する一方で、景況感の回復などから法人需要の増

加が見込まれております。このような状況のなか、軽井沢７２ゴルフ東コースにおいて、世界ア

マチュアゴルフチーム選手権が開催され、世界各国から多くの選手、関係者が訪れ、盛況を博し
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ました。それに先立ち、当該コースにおいては、６スパンに分割可能で、最大200名規模まで利

用可能なコンペルームを兼ね備えた新たなクラブハウスをオープンいたしました。

　そのほか、株式会社プリンスホテルが運営するスキー場において、「こども」「若者」需要の

増加をはかるべく、小学生以下のリフト料金などを無料とする「キッズフリープログラム」の充

実や「20才平日リフト無料」を実施しております。また、吉林西武リゾートコンサルティング有

限公司では、中国吉林省にオープンした「松花湖プリンスホテル」及び「松花湖スキー場」の運

営を平成27年１月より開始いたしました。

　これらの結果、ホテル・レジャー事業の営業収益は、1,326億48百万円と前年同期に比べ44億

38百万円の増加（同3.5％増）となり、営業利益は、85億32百万円と前年同期に比べ17億88百万

円の増加（同26.5％増）となり、償却前営業利益は、167億96百万円と前年同期に比べ20億47百

万円の増加（同13.9％増）となりました。

　ホテル・レジャー事業の主要な会社である株式会社プリンスホテルのホテル業（シティ）及び

ホテル業（リゾート）の定量的な指標は以下のとおりであります。

 

（ホテル施設概要）

 
施設数

(か所)

客室数

(室)

宴会場数

(室)

宴会場面積

(㎡)

　シティ 13 10,302 174 50,533

　　高輪・品川エリア 4 5,207 70 20,360

　リゾート 28 6,896 79 22,518

　　軽井沢エリア 3 714 11 3,670

（注）１ 面積1,000㎡以上の宴会場は20室であります。

２ シティの代表例として高輪・品川エリア、リゾートの代表例として軽井沢エリアを記載しておりま

す。

３　高輪・品川エリアに含まれるホテルはザ・プリンスさくらタワー東京、グランドプリンスホテル高

輪、グランドプリンスホテル新高輪、品川プリンスホテルであります。

４　軽井沢エリアに含まれるホテルはザ・プリンス軽井沢、ザ・プリンス ヴィラ軽井沢、軽井沢プリン

スホテルであります。

 

（客室稼働率）

 

平成26年３月期

第３四半期

連結累計期間(％)

平成27年３月期

第３四半期

連結累計期間(％)

　シティ 81.1 82.4

　　高輪・品川エリア 85.5 85.9

　リゾート 51.9 48.2

　　軽井沢エリア 51.6 55.0

宿泊部門全体 71.1 70.1

（注）１ シティの代表例として高輪・品川エリア、リゾートの代表例として軽井沢エリアを記載しておりま

す。

２ 高輪・品川エリアに含まれるホテルはザ・プリンスさくらタワー東京、グランドプリンスホテル高

輪、グランドプリンスホテル新高輪、品川プリンスホテルであります。

３　軽井沢エリアに含まれるホテルはザ・プリンス軽井沢、ザ・プリンス ヴィラ軽井沢、軽井沢プリン

スホテルであります。
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（平均販売室料）

 

平成26年３月期

第３四半期

連結累計期間(円)

平成27年３月期

第３四半期

連結累計期間(円)

　シティ 11,303 12,307

　　高輪・品川エリア 10,995 12,286

　リゾート 14,234 14,990

　　軽井沢エリア 29,021 31,757

宿泊部門全体 12,037 12,974

（注）１ シティの代表例として高輪・品川エリア、リゾートの代表例として軽井沢エリアを記載しておりま

す。

２ 高輪・品川エリアに含まれるホテルはザ・プリンスさくらタワー東京、グランドプリンスホテル高

輪、グランドプリンスホテル新高輪、品川プリンスホテルであります。

３　軽井沢エリアに含まれるホテルはザ・プリンス軽井沢、ザ・プリンス ヴィラ軽井沢、軽井沢プリン

スホテルであります。

 

（宿泊客の内訳）

（単位：名、％）

 

平成26年３月期

第３四半期

連結累計期間

比率

平成27年３月期

第３四半期

連結累計期間

比率

　宿泊客 3,615,649 100.0 3,587,386 100.0

　　　邦人客 3,089,030 85.4 2,949,992 82.2

　　　外国人客 526,619 14.6 637,394 17.8

 

③不動産事業

　不動産事業の内訳は不動産賃貸業、その他であり、それぞれの営業収益は以下のとおりであり

ます。

（単位：百万円）

   

平成26年３月期

第３四半期

連結累計期間

平成27年３月期

第３四半期

連結累計期間

増減額

 営業収益 34,815 35,739 924

 　不動産賃貸業 21,291 22,828 1,537

 　その他 13,524 12,910 △613

 

　不動産賃貸業では、景況感の回復を背景として、オフィス・住宅の空室率は改善いたしまし

た。このような状況のなか、「西武グループ アセット戦略」に基づき、保有資産の有効活用を

推進してまいりました。その一つとして、池袋線石神井公園駅周辺開発「エミナード石神井公

園」では「エミオ石神井公園(イースト)」を開業したほか、池袋駅においては駅改良工事に合わ

せた店舗リニューアル工事を推進しており、「エミオ池袋」第１期をオープンいたしました。ま

た、池袋線富士見台～練馬高野台駅間の高架下スペースを活用し、クリニックモールを誘致し、

順次開業しております。賃貸住宅「エミリブ練馬」では、建設工事を引き続き進めたほか、「エ

ミリブ池袋」においては入居を開始し、稼働は好調に推移しております。軽井沢・プリンス

ショッピングプラザでは、アウトレット業態初出店の６店舗を含む54店舗分の増床をおこないま

した。今後も引き続き、施設の魅力を高め、幅広い層のお客さまにご満足いただけるショッピン

グモールを目指してまいります。
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　そのほか、「東京ガーデンテラス」（グランドプリンスホテル赤坂跡地開発計画）の建設工事

を引き続き推進しており、オフィス部分においてはメインテナントの入居が決定しております。

また、軽井沢エリアにおける別荘地の顧客サービスの向上や営業力の強化を目的として軽井沢・

プリンスショッピングプラザ内に「軽井沢駅前別荘販売センター」を新設いたしました。

　これらの結果、不動産事業の営業収益は、357億39百万円と前年同期に比べ９億24百万円の増

加（同2.7％増）となり、営業利益は、111億16百万円と前年同期に比べ３億88百万円の増加（同

3.6％増）となり、償却前営業利益は、139億87百万円と前年同期に比べ６億52百万円の増加（同

4.9％増）となりました。

　不動産事業の定量的な指標は以下のとおりであります。

 

（建物賃貸物件の営業状況）

 期末貸付面積 (千㎡) 期末空室率 (％)

 
平成26年３月期

第３四半期

平成27年３月期

第３四半期

平成26年３月期

第３四半期

平成27年３月期

第３四半期

　商業施設 213 228 0.9 1.1

　オフィス・住宅 59 57 8.3 6.6

（注）土地の賃貸は含んでおりません。

 

④建設事業

　建設事業の内訳は建設業、その他であり、それぞれの営業収益は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

   

平成26年３月期

第３四半期

連結累計期間

平成27年３月期

第３四半期

連結累計期間

増減額

 営業収益 61,815 68,372 6,557

 　建設業 43,689 48,760 5,072

 　その他 18,126 19,611 1,485

（注）建設業には西武建設株式会社による兼業事業売上高が含まれております。西武建設株式会社は、保有不

　　　動産の一部を賃貸しており、当該売上高を建設業の営業収益に計上しております。

 

　建設業では、鉄道工事や分譲住宅の建設、公共工事の施工、除染関連工事を進めたほか、厳正

な受注管理や継続的な与信管理に加え、原価管理についても強化に努めてまいりました。また、

大型土木工事や東北地区での震災復興関連工事を受注するなど受注状況は好調に推移しておりま

す。

　これらの結果、建設事業の営業収益は、上記取り組みのほか、前期からの繰越工事の増加など

により、683億72百万円と前年同期に比べ65億57百万円の増加（同10.6％増）となり、営業利益

は、増収による増益に加え、利益率改善の取り組みが奏功し、15億84百万円と前年同期に比べ11

億円の増加（同227.3％増）となり、償却前営業利益は、17億98百万円と前年同期に比べ11億９

百万円の増加（同160.9％増）となりました。
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（建設業の受注高の状況）

（単位：百万円）

 

平成26年３月期

第３四半期

連結累計期間

平成27年３月期

第３四半期

連結累計期間

　期首繰越高 58,012 62,321

　期中受注高 56,809 63,926

　期末繰越高 71,253 77,613

 

⑤ハワイ事業

　ハワイ事業では、マウナケアビーチホテル、ハプナビーチプリンスホテルで実施した客室リ

ニューアルの効果を発揮すべく、引き続きレベニューマネジメントに取り組み、ＲｅｖＰＡＲが

前年同期比で上昇いたしました。

　これらの結果、ハワイ事業の営業収益は、円安の影響により101億73百万円と前年同期に比べ

11億40百万円の増加（同12.6％増）となったものの、営業損失は、前年同期に実施した保有不動

産売却の剥落などにより、11億54百万円となり（前年同期は、営業損失５億59百万円）、償却前

営業利益は、１億17百万円と前年同期に比べ３億76百万円の減少（同76.3％減）となりました。

　ハワイ事業の定量的な指標は以下のとおりであります。

 

（ホテルの客室稼働率、平均販売室料）

 

平成26年３月期

第３四半期

連結累計期間

平成27年３月期

第３四半期

連結累計期間

　客室稼働率 (％) 72.0 72.3

　平均販売室料 (円) 19,351 23,354

　平均販売室料 (米ドル) 222.42 228.96

 

⑥その他

　伊豆箱根事業では伊豆・箱根エリアを主な営業エリアとして、近江事業では滋賀県琵琶湖エリ

アを主な営業エリアとして、それぞれの地域に根ざした事業を展開してまいりました。伊豆箱根

事業においては、地域に必要とされる企業を目指し、ショートステイ・デイサービス複合型施設

の第２号店である「エミーズ鴨宮」をオープンしたほか、訪日外国人向けのサービスとして、箱

根エリアの観光レジャー施設で「光ステーション」を活用したFree Wi-Fiの環境整備を東日本電

信電話株式会社と共同で実施し、サービスを開始いたしました。近江事業においては、保有不動

産の有効活用をはかるべく、近江八幡駅前テナントビル「エミール近江八幡壱番館」をオープン

いたしました。

　西武ライオンズでは、埼玉県及び西武鉄道沿線を対象とした市民感謝デーを実施するなど積極

的な営業施策を展開いたしました。また、西武ドームエリアの活性化の一環として、野球開催日

以外にコンサートや各種イベントを誘致するなど営業強化に努めてまいりました。なお、西武

ドームの名称については平成27年３月より「西武プリンスドーム」に呼称を変更いたします。

　その他事業の営業収益は、西武ライオンズの成績低迷による来場者数の減少などにより、293

億43百万円と前年同期に比べ９億64百万円の減少（同3.2％減）となり、営業利益は、16億45百

万円と前年同期に比べ４億10百万円の減少（同20.0％減）となり、償却前営業利益は、34億24百

万円と前年同期に比べ３億94百万円の減少（同10.3％減）となりました。
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(2) 財政状態の分析

　①資産

　流動資産は、977億98百万円と前連結会計年度末に比べ57億13百万円減少いたしました。その

主たる要因は、現金及び預金の減少（53億76百万円）であります。

　固定資産は、１兆3,251億98百万円と前連結会計年度末に比べ82億61百万円増加いたしまし

た。その主たる要因は、有形固定資産の増加（58億99百万円）であります。

　以上の結果、総資産は１兆4,229億97百万円と前連結会計年度末に比べ25億47百万円増加いた

しました。

 

②負債

　流動負債は、3,283億19百万円と前連結会計年度末に比べ179億９百万円増加いたしました。そ

の主たる要因は、短期借入金の増加（249億78百万円）であります。

　固定負債は、8,052億50百万円と前連結会計年度末に比べ371億円減少いたしました。その主た

る要因は、長期借入金の減少（402億21百万円）であります。

　以上の結果、負債合計は１兆1,335億69百万円と前連結会計年度末に比べ191億90百万円減少い

たしました。

 

③純資産

　純資産は、2,894億27百万円と前連結会計年度末に比べ217億38百万円増加いたしました。その

主たる要因は、四半期純利益の計上（225億72百万円）であります。

　なお、負債の減少（191億90百万円）及び純資産の増加（217億38百万円）により、自己資本比

率は前連結会計年度末に比べ1.5ポイント上昇し20.2％となっております。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はあ

りません。

 

(4) 研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,300,000,000

計 1,300,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成26年12月31日）

提出日現在発行数(株）
（平成27年２月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 342,124,820 342,124,820
 東京証券取引所

市場第一部

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は

100株であります。

計 342,124,820 342,124,820 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額

（百万円）

資本金
残高

（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成26年10月１日～

平成26年12月31日
― 342,124,820 ― 50,000 ― 228,604

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認

できないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成26年９月30日）に基づ

く株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

平成26年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式)

普通株式      67,700
― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 342,035,400 3,420,354 ―

単元未満株式 普通株式      21,720 ― ―

発行済株式総数 342,124,820 ― ―

総株主の議決権 ― 3,420,354 ―

　(注) １ 「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が83,600株（議決権836個）含まれてお

ります。

      ２ 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が50株、証券保管振替機構名義の株式が87株含まれておりま

す。

 

②【自己株式等】

平成26年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 　所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

株式会社西武ホール

ディングス

東京都豊島区南池袋

一丁目16番15号
67,700 ― 67,700 0.02

計 ― 67,700 ― 67,700 0.02

　(注) 上記の所有株式数のほか、当社は50株を保有しておりますが、当該株式は上記①発行済株式の「単元未満株式」

に含めております。

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成26年

10月１日から平成26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26

年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レ

ビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,390 19,013

受取手形及び売掛金 47,704 43,697

分譲土地建物 10,142 9,877

商品及び製品 1,228 1,200

未成工事支出金 2,892 5,799

原材料及び貯蔵品 2,458 3,150

繰延税金資産 4,275 2,116

その他 10,589 13,097

貸倒引当金 △168 △153

流動資産合計 103,512 97,798

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 398,303 394,971

機械装置及び運搬具（純額） 46,678 49,388

土地 746,669 747,927

リース資産（純額） 1,736 1,562

建設仮勘定 38,038 42,987

その他（純額） 10,010 10,499

有形固定資産合計 1,241,435 1,247,335

無形固定資産   

リース資産 198 86

その他 7,437 6,606

無形固定資産合計 7,636 6,692

投資その他の資産   

投資有価証券 52,657 56,553

長期貸付金 342 335

繰延税金資産 8,207 7,392

その他 10,464 8,089

貸倒引当金 △3,805 △1,199

投資その他の資産合計 67,865 71,170

固定資産合計 1,316,937 1,325,198

資産合計 1,420,449 1,422,997
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 25,481 21,442

短期借入金 ※４ 187,686 ※４ 212,664

リース債務 542 519

未払法人税等 7,153 3,268

前受金 23,650 25,870

賞与引当金 5,061 2,314

その他の引当金 3,361 2,991

資産除去債務 115 38

その他 57,356 59,208

流動負債合計 310,409 328,319

固定負債   

長期借入金 ※４ 600,102 ※４ 559,881

鉄道・運輸機構長期未払金 43,107 40,635

リース債務 1,322 1,155

繰延税金負債 125,618 126,135

再評価に係る繰延税金負債 14,618 14,615

役員退職慰労引当金 1,386 1,402

訴訟損失引当金 7,403 7,589

その他の引当金 181 427

退職給付に係る負債 28,178 27,525

資産除去債務 1,530 1,552

その他 18,901 24,331

固定負債合計 842,350 805,250

負債合計 1,152,760 1,133,569

純資産の部   

株主資本   

資本金 50,000 50,000

資本剰余金 129,172 129,172

利益剰余金 52,448 72,515

自己株式 △67 △2,436

株主資本合計 231,552 249,251

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14,564 16,436

土地再評価差額金 17,660 17,657

為替換算調整勘定 3,338 5,226

退職給付に係る調整累計額 △1,120 △935

その他の包括利益累計額合計 34,442 38,384

新株予約権 － 75

少数株主持分 1,693 1,715

純資産合計 267,689 289,427

負債純資産合計 1,420,449 1,422,997
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

営業収益 352,107 359,079

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 ※１ 291,332 ※１ 295,777

販売費及び一般管理費 22,204 22,474

営業費合計 313,537 318,251

営業利益 38,570 40,828

営業外収益   

受取利息 7 10

受取配当金 483 524

バス路線運行維持費補助金 395 363

持分法による投資利益 31 26

貸倒引当金戻入額 226 20

その他 982 1,011

営業外収益合計 2,126 1,957

営業外費用   

支払利息 8,228 7,693

その他 767 438

営業外費用合計 8,995 8,131

経常利益 31,701 34,654

特別利益   

固定資産売却益 534 421

工事負担金等受入額 ※１ 3,496 ※１ 576

補助金収入 124 55

投資有価証券売却益 4 －

その他 8 14

特別利益合計 4,167 1,068

特別損失   

減損損失 228 81

固定資産売却損 118 13

固定資産除却損 1,195 965

工事負担金等圧縮額 3,484 513

固定資産圧縮損 145 45

その他 616 1,230

特別損失合計 5,789 2,851

税金等調整前四半期純利益 30,079 32,870

法人税、住民税及び事業税 7,980 7,798

法人税等調整額 2,204 2,436

法人税等合計 10,185 10,235

少数株主損益調整前四半期純利益 19,894 22,635

少数株主利益 131 63

四半期純利益 19,763 22,572
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 19,894 22,635

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 7,125 1,871

為替換算調整勘定 5,187 1,887

退職給付に係る調整額 － 192

その他の包括利益合計 12,312 3,951

四半期包括利益 32,206 26,587

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 32,075 26,516

少数株主に係る四半期包括利益 131 70
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会

計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25

号　平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文

及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用

し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額

基準から主として給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を見直し、従業員の平

均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間

ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに

従って、当第３四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変

更にともなう影響額を利益剰余金に加減しております。

　なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債及び利益剰余

金、また、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への

影響は軽微であります。

 

（追加情報）

　（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

当社は、従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上にかかるインセンティブの付与を目

的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引をおこなっております。

（１）取引の概要

当社は、平成26年４月、「株式給付信託（従業員持株会処分型）」（以下「本制度」とい

います。）を導入いたしました。

本制度の実施にともない、当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社（以下「受託

者」といいます。）を受託者とする「株式給付信託（従業員持株会処分型）契約書」（以下

かかる契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。）を締結いたしました。ま

た、受託者は、資産管理サービス信託銀行株式会社（以下「信託Ｅ口」といいます。）を再

信託受託者として当社株式などの本信託の信託財産を再信託する契約を締結しております。

信託Ｅ口は、信託設定後５年間にわたり「西武ホールディングス社員持株会」（以下「持

株会」といいます。）が取得する見込みの当社株式を取得し、定期的に持株会に対して売却

をおこなっております。信託終了時までに、信託Ｅ口による持株会への当社株式の売却を通

じて本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、それを残余財産として受

益者適格要件を充足する持株会加入者に分配いたします。また、当社は、信託Ｅ口が当社株

式を取得するために受託者がおこなう借入に対し保証をしているため、信託終了時におい

て、当社株式の株価の下落により株式売却損相当の借入残債がある場合には、保証契約に基

づき当該残債を弁済することとなります。

 

（２）信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純

資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当第

３四半期連結会計期間2,367百万円、1,450千株であります。

 

（３）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

　　当第３四半期連結会計期間2,444百万円
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（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

　下記の借入金等に対して次のとおり保証をおこなっております。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

住宅ローン保証 57百万円 41百万円

提携ローン保証 422百万円 85百万円

合計 480百万円 127百万円

 

２ 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

受取手形裏書譲渡高 60百万円 100百万円

 

３　貸出コミットメント契約

　当社は、運転資金の効率的な調達をおこなうため銀行８行（前連結会計年度７行）と貸出

コミットメント契約を締結しております。

　なお、借入未実行残高等は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

貸出コミットメントの総額 70,000百万円 70,000百万円

借入実行残高 1,300百万円 17,500百万円

差引額 68,700百万円 52,500百万円

 

※４　純資産額及び利益の維持に係る財務制限条項

(1)　当社における下記の借入金に関して、次のとおり確約しております。また、確約内容に反

した場合は、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
（借入金）

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

短期借入金 5,620百万円 5,620百万円

長期借入金 12,780百万円 12,720百万円

合計 18,400百万円 18,340百万円

（確約内容）

・各年度の決算期末及び第２四半期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を直前の決算期

（含む第２四半期）比75％以上かつ1,430億円以上に維持すること。

・各年度の決算期末の連結損益計算書において、営業損益が２期連続して損失とならないようにすること。

 

(2)　上記のほか、当社における下記の借入金に関して、次のとおり確約しております。また、

確約内容に反した場合は、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
（借入金）

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

短期借入金 －百万円 26,000百万円

長期借入金 26,000百万円 －百万円

合計 26,000百万円 26,000百万円

（確約内容）

・各年度の決算期末及び第２四半期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を直前の決算期

（含む第２四半期）比75％以上かつ1,547億円以上に維持すること。

・各年度の決算期末の連結損益計算書において、営業損益が２期連続して損失とならないようにすること。

 

(3)　上記のほか、当社における下記の借入金に関して、次のとおり確約しております。また、

確約内容に反した場合は、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
（借入金）
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前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

短期借入金 118百万円 236百万円

長期借入金 37,882百万円 37,764百万円

合計 38,000百万円 38,000百万円

（確約内容）

・各年度の決算期末及び第２四半期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を直前の決算期

（含む第２四半期）比75％以上かつ1,613億円以上に維持すること。

・各年度の決算期末の連結損益計算書において、営業損益が２期連続して損失とならないようにすること。

 

(4)　上記のほか、当社における下記の借入金等に関して、次のとおり確約しております。ま

た、確約内容に反した場合は、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
（借入金等）

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

長期借入金 45,000百万円 45,000百万円

その他、上記「３」に記載する前連結会計年度末の貸出コミットメントの総額についても対象となってお

ります。

（確約内容）

・各年度の決算期末及び第２四半期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を直前の決算期

（含む第２四半期）比75％以上かつ1,815億円以上に維持すること。

・各年度の決算期末の連結損益計算書において、営業損益が２期連続して損失とならないようにすること。

 

(5)　上記のほか、当社における上記「３」に記載する当第３四半期連結会計期間末の貸出コ

ミットメントの総額に関して、次のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合

は、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
（確約内容）

・各年度の決算期末及び第２四半期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を直前の決算期

（含む第２四半期）比75％以上かつ2,008億円以上に維持すること。

・各年度の決算期末の連結損益計算書において、営業損益が２期連続して損失とならないようにすること。
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（四半期連結損益計算書関係）

※１　工事負担金等受入額

　工事負担金等により取得した資産に付随し発生する運輸業等営業費及び売上原価から直

接控除した工事負担金等受入額は次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日）

 107百万円 100百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む）

は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日）

減価償却費 29,303百万円 29,843百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金
の総額

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月25日

定時株主総会
普通株式 1,539百万円 ４円50銭 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金

平成25年11月14日

取締役会
普通株式 1,026百万円 ３円00銭 平成25年９月30日 平成25年12月９日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日　至　平成26年12月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金
の総額

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月25日

定時株主総会
普通株式 1,026百万円 ３円00銭 平成26年３月31日 平成26年６月26日 利益剰余金

平成26年11月13日

取締役会
普通株式 1,368百万円 ４円00銭 平成26年９月30日 平成26年12月８日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円）

 
都市交通

・沿線事業

ホテル・

レジャー

事業

不動産事業 建設事業 ハワイ事業
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

営業収益 117,031 128,210 34,815 61,815 9,033 30,308 381,212 △29,104 352,107

セグメント利益

又は損失（△）
18,740 6,744 10,728 484 △559 2,057 38,194 375 38,570

　（注）１　「その他」の区分には、伊豆箱根事業、近江事業及び西武ライオンズを含んでおります。

２　セグメント利益又は損失（△）の調整額375百万円については、主に連結会社間取引消去等であ

ります。

３　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっておりま

す。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日）

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円）

 
都市交通

・沿線事業

ホテル・

レジャー

事業

不動産事業 建設事業 ハワイ事業
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

営業収益 116,260 132,648 35,739 68,372 10,173 29,343 392,537 △33,458 359,079

セグメント利益

又は損失（△）
19,183 8,532 11,116 1,584 △1,154 1,645 40,908 △80 40,828

　（注）１　「その他」の区分には、伊豆箱根事業、近江事業及び西武ライオンズを含んでおります。

２　セグメント利益又は損失（△）の調整額△80百万円については、主に連結会社間取引消去等であ

ります。

３　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっておりま

す。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎ならびに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

(1) １株当たり四半期純利益金額 57円78銭 66円28銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 19,763 22,572

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 19,763 22,572

普通株式の期中平均株式数（株） 342,057,498 340,586,481

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 66円27銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（百万円） ― ―

普通株式増加数（株） ― 24,349

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変

動があったものの概要

― ―

（注）１　前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

２　株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利

益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

１株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は当第３四半期連結累

計期間1,470,636株であります。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

２【その他】

（係争事件について）

　当社グループの西武鉄道株式会社及び株式会社プリンスホテルは、平成27年２月５日現在、西武

鉄道株式会社の元株主の一部から、西武鉄道株式会社の株式に関する有価証券報告書等の記載問題

に関連して損害を被ったとして、損害賠償請求訴訟（請求額合計250億２百万円）の提起を受けてお

り、最高裁判所において訴訟中であります。なお、今般、差戻審判決がすべて出揃ったことから、

当方主張の既払い金員に関し原告らに支払い済みであることが判決で認められた金員については係

争金額から控除のうえ、請求額合計250億２百万円としております。

　また、当社グループ再編前の旧株式会社コクドについて株主権を主張する者の一部から、当社、

株式会社プリンスホテル及び当社の大株主である株式会社ＮＷコーポレーションに対し、グループ

再編に関する株主総会決議不存在確認等請求訴訟が提起され、また、当社グループ再編前の旧株式

会社コクドについて株主権を主張する者から西武鉄道株式会社及び株式会社プリンスホテルに対

し、グループ再編に関連して損害を被ったとする損害賠償請求訴訟（請求額合計１億円）が提起さ

れておりましたが、いずれも平成26年10月７日、最高裁判所より上告を棄却する決定がなされ、当

方の勝訴が確定しております。

 

（中間配当について）
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　平成26年11月13日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしまし

た。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　 1,368百万円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　 　　４円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　 　平成26年12月８日

（注）　平成26年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いをおこなって

おります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年２月13日

株式会社西武ホールディングス

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 荒 尾　　泰 則 　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大 下 内　　徹 　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉　村 　 　基 　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社西武

ホールディングスの平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成26年10

月１日から平成26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る

四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記に

ついて四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社西武ホールディングス及び連結子会社の平成26年12月31日現

在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

　（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。

２　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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